
さらに、 今後は、 現行加算制度全体の 在り方についても、 他の社会保障制 

度の動向を踏まえっ っ 、 時代の状況に 応じた見直しを 検討する必要があ る。 

3  級 地 

現行紙地制度については 昭和 6 2 年度から最大格差 2 2 . 5 % 、 6 区 

分 利 とされているが、 現在の一般世帯の 生活扶助相当消費支出額をみる 

と 、 地域差が縮小する 傾向が認められたところであ る。 このため、 市町 

村合併の動向にも 配慮しつつ、 さらに今後詳細なデータによる 検証を行 

った上、 級 地 制度全般について 見直しを検討することが 必要であ る。 

4  その他 

なお、   ( 1 ) で述べた定期的な 評価を次回行 う 際には、 今回行われた 基 

準の見直しに 係る事項についても 評価の対象とし、 専門家による 委員会等に 

おいて詳細な 分析や検証を 行い、 被保護世帯の 生活への影響等も 十分調査の 

上、 必要な見直しを 検討することが 求められる。 

第 3  生活保護の制度・ 運用の在り方と 自立支援について 
「 自立支援の在り 方について 

( 1 ) 自立支援プロバラムの 導入 

ア 自立支援プロバラム 

生活保護制度を「最後のセーフティネ 、 ット 」として適切なものとする 

ためには，の 被 保護世帯が抱える 様々な問題に 的確に対処し、 これを解 

決するための「多様な 対応」、 ②保護の長期化を 防ぎ、 被保護世帯の 自 

立を容易にするための「早期の 対応」、 ③担当職員個人の 経験や努力に 

依存せず、 効率的で一貫した 組織的取組を 推進するための「システム 的 

な対応」の 3 点を可能とし、 経済的給付に 加えて効果的な 自立・就労支 

援策を実施する 制度とすることが 必要であ ると考えられる。 

このためには、 被保護世帯と 直接接している 地方自治体が、 被保護世 

帯の現状や地域の 社会資源を踏まえ、 自主性・独自性を 生かして自立・ 

就労支援のために 活用すべき「自立支援プロバラム」を 策定し、 これに 

基づいた支援を 実施することとすべきであ る。 具体的には、 

① 地方自治体が、 地域の被保護世帯の 抱える問題を 把握した上で、 

自主性・独自性を 生かして重層的かつ 多様な支援メニューを 整備し 、 

被 保護世帯の問題に 応じた自立支援プロバラムを 策定 

一 就労による経済的な 自立を目指す 就労自立支援のみならず、 

被保護世帯が 地域社会の一員として 自立した生活を 営むことが 

できるようにするため、 日常生活自立支援、 社会生活自立支援 

の観点からのメニューも 十分に整備することが 重要であ る。 
② 被 保護者 は 、 生活保護法に 定める勤労・ 生活向上等の 努力義務を 

実現する手段の 一 っとして、 稼働能力を始めとする 各被 保護者の状 



況 に応じたプロヴラムに 参加するとともに、 地方自治体はプロバラ 

ムに 沿った支援を 実施 

一 被 保護者の積極的な 取組を求めるという 観点から、 参加すべ 

き プロバラムの 選定に際しては、 その内容及び 手順を明確に 提 

示した上で、 被保護者の同意を 得ることを原則とすることによ 

り、 自立支援プロバラムは 被保護者が主体的に 利用するもので 

あ るという趣旨を 確保する必要があ る。 

③ 地方自治体は 被保護者の取組状況を 定期的に評価し、 必要に応じ 

て被保護者が 参加すべきプロバラムや 支援内容の見直しを 行う 

一 取組状況が不十分で 改善の必要があ ると評価される 場合に 

は 、 その理由を十分把握し、 現在参加しているプロヴラム 自体 

が 被保護者にとって 適当か否かほついてよく 検討する。 

一 定期的かつ必要なプロバラムの 見直し等にもかかわらず、 取 

紐状況が不十分な 場合や、 被保護者が合理的な 理由なくプロバ 

ラムへの参加自体を 拒否している 場合については、 文書による 

指導・指示を 行う。 

一 それでもなお 取組に全く改善が 見られず、 稼働能力の活用等、 

保護の要件を 満たしていないと 判断される場合等については、 

保護の変更・ 停止又は廃止も 考慮する。 
ただし、 保護の変更、 停止又は廃止を 行う場合は、 自立支援 

プロバラムがあ くまで被保護世帯の 生活再建を目的とするもの 
であ ること、 また、 生活保護は最後のセーフティネットであ る 

ことを十分考慮する。 また、 保護の変更、 停止又は廃止に 関す 

る要件や手続等を 可能な限り明確化しておく 必要があ る。 

なお、 生活保護の適用に 至らない低所得者や 保護の廃止直後の 者等、 
経済的に不安定な 状態の者に対しては、 これまで自立・ 就労に向けて 具 

体的に活用できる 支援メニューが 体系的にまとめられていなかったこと 

から十分な支援が 行われなかった 点も否定できない。 自立支援プロバラ 

ム 導入後は、 これらの者に 対しても同プロバラムへの 参加を助言し、 効 

果的な自立，就労支援を 行 う ことができることとなるものであ り、 その 

積極的な活用が 望まれる。 

こうした自立支援プロバラムの 導入によって 、 ① 被 保護世帯の生活の 

質 が向上するとともに、 ②生活保護制度に 対する国民の 理解を高めるな 

どの効果も期待される。 

イ 生業扶助との 関係 

自立支援プロバラムをより 実効性のあ るものとするためには、 生業扶 

助を積極的に 活用していくことが 効果的であ ることから、 その支給要件 

等を見直す必要があ る。 例えば、 現在、 特定の技能や 資格の保有が 就労 

の 条件となっている 場合などに限って 生業扶助が支給されているが、 こ 

れを，自立支援プロバラムに 参加している 場合には、 就労に結びつく 様 



々 な 支援メニューへの 参加費用等についても 支給できることとすること 

が考えられる。 なお、 生業扶助については、 「困窮のため 最低限度の生 
活を維持することができない 者」に加え、 「そのおそれのあ る者」にも 

支給し得ることとされていることから、 その適用可能な 範囲について 整 

理すべきであ るとの意見があ った。 

(2) 自立支援推進体制の 構築 

ア 地方自治体の 役割 

地方自治体は、 自立支援プロバラムの 策定，実施に 当たり、 個別の自 

立支援メニューを 所管する他の 部局との調整をし、 八日一ワーク、 保健 

所 、 医療機関等の 関係機関との 連携を深めるとともに、 ①就労支援、 ヵ 

ウンセリング、 多重債務問題、 日常生活支援等に 関する経験や 専門知識 

を有する人材の 活用、 ②社会福祉法人、 民間事業者等 や 、 民生委員， 社 
会 福祉協議会等との 協力強化及びアウトソーシンバの 推進、 ③救護施設 

等の社会福祉施設との 連携等、 地域の様々な 社会資源を活用することに 

より、 その独自性を 生かした実施体制を 構築することが 必要であ る。 

なお、 生活保護の決定，実施に 責任を果たすべき 実施機関においても、 

被保護者の抱える 諸問題、 稼働能力等の 分析 せ 、 上記各機関の 調整を適 
切に行い、 自立支援プロヴラムの 策定に責任を 持っことのできる 専門的 

な 知識を持った 生活保護担当職員等の 確保・育成を 行うことが不可欠で 

あ る。 

イ 国の役割 

国は、 地方自治体の 取組を次の観点から 支援していく 必要があ る。 
の 就労支援については、 雇用の場の確保等、 社会資源の観点から 

の検討の必要性も 指摘されている。 国においては、 労働行政 や、 

保育・母子福祉施策等位の 社会福祉行政・ 低所得者対策との 連携 

の強化を図りっ つ 、 地方自治体が 関連施策を自立支援プロバラム 

として十分活用できるよ う 努める必要があ る。 特に、 稼働能力の 

あ る 彼 保護者への就労支援に 関し、 八口一ワーク と福ネ lL 事務所の 

有機的な連携が 不足しているとの 指摘もあ ったことから、 八口一 

ヮ 一ウ が 福祉事務所からの 要請に基づき 体系的に就労支援を 実施 

することとすべきであ る。 
② 被 保護世帯の類型ごとに 整備することが 望ましい支援メニュ 一 

等、 自立支援プロヴラムの 策定のための 指針を示す。 
③ モデルとなる 地方自治体の 取組を支援し、 その成果を全国的に 

普及していく。 また、 自立支援プロバラムの 実施のために 自治体 
として必要となる 体制について 検証する。 

④ 補助金等を使いやすいものとし、 実施体制強化の 視点に立った 
財政的な支援を 行 う 。 

また、 地方自治体が 自立・就労支援を 円滑に実施するためには、 法的 

な 担保が必要であ るとの意見も 見られた。 



ウ 連携 
自立支援プロバラムの 定着・充実を 図るためには、 国や都道府県にお 

いて関係機関との 連携を強化し、 また適切な助言指導を 行うなど、 実施 
機関への支援に 努めることが 不可欠であ ることを特筆しておく。 

(3) 教育支援の在 り 方 

被 保護世帯の子供が 高校就学する 場合、 現状では、 奨学金、 就学のため 

に 恵与される金銭、 その他その者の 収入によって 教育費を賄うことができ 

る場合にのみ、 就学しながら 保護を受けることができるとなっている。 し 

かし、 高校進学率の 一般的な高まり、 「貧困の再生産」の 防止の観点から 

見れば、 子供を自立・ 就労させていくためには 高校就学が有効な 手段とな 

っているものと 考えられる。 このため、 生活保護を受給する 有子世帯の自 

立を支援する 観点から、 高等学校への 就学費用について、 生活保護制度に 

おいて対応することを 検討すべきであ る。 

2  資産、 能力の活用等の 在り方 

保護の適用に 先立ち、 自らの資産、 能力その他あ らゆるものの 活用を求め 
る 補足性の原理については、 その考え方を 維持することが 必要であ る。 しか 

し これらの要件の 運用については、 年齢等外形的基準で 機械的に判断する 

のではなく、 申請者の実態を 十分把握した 上で対応することが 必要であ るこ 

とから、 保護の必要な 人が適切に保護を 受けられるための 具体的な資産・ 能 

力活用方法等について、 国民生活の現状やこれまでの 実施機関における 取組 
の状況等を踏まえて 検討したところ、 その結果は以下のとおりであ った。 

( 1 ) 稼働能力の活用の 要件 

稼働能力の活用の 要件については、 判例を踏まえると、 ①稼働能力を 有 

するか、 ②その稼働能力を 活用する意思があ るか、 ③実際に稼働能力を 活 

用 する就労の場を 得ることができるか、 により判断することとされている。 

しかし、 実際には、 その評価方法や 位置付けが必ずしも 明確でなく、 とも 

すれば身体的な 稼働能力の有無や 年齢のみをもってこれを 判断する傾向も 

見られる。 しかし、 生活保護は、 最低限度の生活を 維持できない 者、 すな 

わち真に生活に 困窮する者に 対して最低限度の 生活を保障するとともに 自 

立を助長することを 目的とした制度であ ることから、 稼働能力があ ること 

をもってのみ 保護の要件に 欠けると判断すべきものではないことに 留意す 

る必要があ る。 したがって、 稼働能力の活用状況については、 年齢等に加 

え、 木人の資格・ 技術、 職歴、 就労阻害要因、 精神状態等に 関する医師の 

判断等と，これを 踏まえた木人の 就職活動の状況や 地域の求人状況等の 把 

握による総合的評価が 必要であ り、 その客観的評価のための 指針を策定す 

ることが必要であ る。 また、 稼働能力自体は 可変的であ り、 その能力の変 

化に応じて活用の 在り方も変わるものであ ること、 自立支援プロバラムも 

まさにこの観点から 被保護者の就労や 社会活動を支援するものであ ること 

から、 保護の開始後においては、 自立支援プロバラムへの 参加状況等に 基 



づいて「稼働能力の 活用」要件を 満たしているかどうかについて 随時評価 

することが必要であ る。 
なお、 自立支援プロヴラムの 導入に伴い、 就労していない 者から保護 申 

請 があ った場合、 何らかの就労阻害要因を 抱え十分な就職活動ができない 

状態にあ るものと判断し、 稼働能力を活用する 意思があ る 旨 表明されれば 

このプロバラムの 適用を積極的に 進めるべきであ る。 また、 そもそも、 稼 

働 能力活用の要件自体を 見直し、 就労していない 者についてはとりあ えず 

保護の対象とすることも 考えられるとの 意見もあ った。 

(2) 資産の活用の 在り方 

ア 預貯金等 
保護開始時に 保有可能な預貯金等の 額 ( 現行は最低生活費の 0. 5 ケ 

月分 ) について、 保護開始直後の 運営資金としての 必要性や自発的な 家 

計 運営の有用性の 観点から拡大することにより、 結果的に早期の 自立に 

っががりやすくなる。 その具体的な 限度額 は ついては、 例えば新破産法 

にかんがみ、 最低生活費の 3 ケ月 分までは保有可能とすることも 考える 

れる。 しかし、 一般世帯との 均衡や国民感情、 自治体の財政負担等の 理 

由からこれに 反対する意見もあ った。 

また、 保護受給中の 保護費のやり 繰りによって 生じた学資保険等の 預 

貯金等の保有については、 福岡学資保険訴訟の 判決で示されているとお 

り 、 生活保護法の 趣旨目的にかなった 目的と態様での 保護金品等を 原資 

としたものについて 保有を容認することが 適当であ る。 この際、 社会的 

公正の確保や 一般世帯との 均衡に配慮しつつ、 自立助長に資する 用途・ 

使途に支出されることが 担保されるよ う、 預託制度の活用等を 含めて 考 

慮 する必要があ る。 

イ 不動産 

居住用不動産を 保有する被保護者が 死亡した場合、 その不動産を 扶養 
義務者が相続することが 社会的公平の 観点から問題であ るという指摘が 

あ る。 これについては、 まず、 居住用不動産を 保有する生活困窮者に 対 

しては、 居住用不動産を 担保とした生活資金 ( 長期生活支援資金 ) の貸 
付制度が平成 1 4 年から整備されているところであ るので、 その積極的 

な活用を推進すべきであ る。 また、 これらの不動産が 相続される場合、 

相続人に保護に 要した費用を 返還させる仕組みを 設けるなど、 法制的な 

在り方を含めて 今後検討を深めるべきとの 意見があ った。 

ウ その他 

最低生活の維持に 活用すべき資産の 範囲は預貯金、 土地、 家屋、 自動 

車に限定し、 一般的な生活用品については 早期の生活再建の 観点から原 

則として含めないこととすべきであ る。 他方で、 事業用車や生業のため 

の機械道具等については、 自立促進の観点から 必要な範囲で 保有を認め 

ることが妥当であ る。 

(3) 扶養調査の在り 方 
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扶養義務者の 扶養能力の調査については、 実効性が低いなどの 問題があ 

る。 このため、 民法上の扶養義務が 優先するという 基本原則は維持すべき 

ものの、 社会常識や実効性の 観点から、 夫婦・親子以覚の 扶養義務者にっ 

いては、 個々のケースの 状況や地域の 実情に応じ、 各地方自治体が 調査の 

必要性を判断する 仕組みとすべきであ る。 なお、 親族との関係については、 

要 保護世帯の社会的な 自立の観点から、 交流や精神的な 支えの確保・ 維持 

のための精神的な 支援等を期待すべきであ る。 

3  保護施設の在り 方 

保護施設については、 その歴史的な 役割とともに、 現代の被保護世帯の 様 

々な二一 ズ にも対応する 機能も果たしている。 例えば、 救護施設は、 重複障 

害者等値法の 専門的施設での 対応が困難な 被保護者のほか、 いわゆる生活 障 

害を抱える者に 対して生活支援を 行 う ための施設としても 機能している。 

しかし、 全体的に見れば、 現在の保護施設の 性格や施設最低基準は 時代の 
ニーズに合わない 部分があ り、 他の社会福祉施設同様に、 社会福祉法の 理念 

に 沿って、 施設名称や各保護施設における 機能の整理統合も 含め、 今後、 総 

合的な見直しを 検討する必要があ る。 また、 保護の決定と 施設入所を分けて 

考えるべきであ るとの意見があ った。 

なお、 救護施設、 更生施設及び 授産施設については、 居宅での保護や 他法 

の専門的施設での 愛人が可能な 者についてはこれを 優先すべきであ り、 また 

原則的にはそれへ 移行する経過的な 施設として位置付け、 施設最低基準の 再 
検討も行 う 必要があ る。 特に、 救護施設については、 近年においても 施設数 

や定員が増加しているが、 生活扶助を実施するための 施設としてだけではな 

く、 現実に求められている 多様なニーズに 対応し、 自立支援プロヴラムとの 

関連において、 入所者の地域生活への 移行の支援や 居宅生活を送る 被保護者 

に対する生活訓練の 実施の場として 活用することについて 検討することが 重 

要であ る。 
なお、 救護施設入所者は 介護保険の適用除覚となっており、 円滑な介護保 

険施設への入所を 行うことができないため、 要介護認定を 円滑に実施できる 

よう担保すべきとの 意見があ った。 また、 救護施設等において、 緊急やむを 

得ない場合などに 短期間人所ができる 仕組みを検討すべきであ るとの意見 

せ、 保護施設から 地域生活への 移行を促進する 必要性の観点から ，施設入所 

中の障害者加算の 支給停止の条件であ る累積金の上限 ( 加算の 6 ケ月分 ) を 

見直すべきであ るとの意見もあ った。 

第 4  制度の実施体制について 

Ⅰ 実施体制 ( 財源の確保と 組織的取組 ) 

( 「 ) 財源の確保 
生活保護制度は 国が国民の最低生活を 保障する制度であ る。 このため、 

いかなる突発的な 事情や経済的、 社会的環境の 変化に際しても、 財政事情 
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第 5  その他の指摘事項 
議論の過程において、 委員から今後検討が 必要であ るとして意見が 出され 

た主な事項は 以下のとおりであ る。 

の 生活保護制度の 意義とそれを 支えることの 意味に関する 積極的な啓発 

②現行の扶助体系と 給付方法 

・住宅扶助について、 他の扶助と切り 離した支給を 可能とすること 

・失業者に対する 保護の適用に 当たり、 高齢者等他の 世帯と異なる 枠組 

みを作る必要・「 生 

③仙法優先の 原則にもかかわらず、 国民健康保険においては 被保護者が対 

象外とされ、 医療費は全額医療扶助で 対応していること 

④医療券を医療証の 発行に代えるなどによる 被保護者に対するスティヴ 
7 の軽減 

⑤生活保護事務の 簡素化 
⑥生活保護の 実施状況についての 第三者による 評価の必要性 

の外国人については、 永住、 定住等の在留資格を 有する者に対してのみ、 
予算措置として 生活保護を準用していること 

⑧年金担保融資利用者への 対応策の構築 
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